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第１条 総則 
１．この特記仕様書は長野県土木工事共通仕様書（建設部）（平成 26 年 8 月 1 日適用）（以下｢共通仕様

書｣という。）に規定する特記仕様書で、道路維持補修業務の民間委託に伴う維持補修工事に適用す

る。 
２．当該工事の施工にあたっての一般的事項は、｢共通仕様書｣によるものとする。 
３．受注者は、別紙「道路維持補修業務の民間委託に伴う維持補修工事に係る大規模地震発生時の道路

パトロール運用要領（案）」（以下、「運用要領（案）」という。）により、大規模地震（震度６弱以上）

が発生した場合、自主的に道路パトロールを行うこととする。 
 

第２条 現場代理人及び主任技術者 
１． 当該工事の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者は、請負者が入札時に提出した技術提案資料

に記載した配置予定の者でなければならない。 
２． 配置技術者は建設業法第２６条第１項の規定によらなければならない。また、他の工事との兼務は

可能とするがその工事の請負額が３５００万円以上の場合にはこの限りではない。 
３． 現場代理人は工事現場に常駐しなければならない。 
４． 契約中における配置技術者の交代については、｢監理技術者制度運用マニュアル｣（平成 28 年 12 月

19 日付 国土建第 349 号）に定めるとおりとする。 
 
第３条 施工計画書 

１． 受注者は工事を実施するにあたって共通仕様書１－１－１－６に定める施工計画書を提出しな

ければならない。また、現場組織表を変更する場合は、速やかに提出しなければならない。 
２． 受注者は施工計画書に基づき工事を実施する場合は、作業日、工程、箇所及び数量等について予

め監督員と協議することとする。 
３． 受注者は、運用要領（案）に基づくパトロールの実施体制表について、施工計画書に記載し、実

施計画について予め監督員と協議することとする。 
 

第４条 貸付機械等 
当該工事において長野県が管理する建設機械を受注者に貸し付ける場合は、その取扱いについて

別途定めるものとする。 
 

第５条 廃棄物及び建設副産物 
１． 受注者は、本工事の施工に伴い発生した産業廃棄物及び一般廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。 
２． 共通仕様書第１編第１章１－１－１－２３建設副産物の第４項、第５項及び第６項の規定におけ

る提出にあたっては、事前に監督員の確認を受けるものとする。 
 
第６条 施工管理等 

１．当該工事の施工管理は、｢長野県土木工事施工管理基準｣によるものとする。 
２．当該工事の写真管理は、｢写真管理基準｣によるものとする。 

 



 
第７条 工事中の安全確保 

１． 受注者は工事の施工にあたっては周辺の地形・地質・交通状況等に応じ、十分な安全確保に努め

なければならない。 
２．工事期間中、特に夜間においては道路灯、バリケード等を設置し、十分な安全確保を行わなけれ

ばならない。 
３．工事の施工に際し、地下埋設物件等が予想される場合には、その管理者と立会いのうえ、当該物

件の位置、深さ等を確認し、保安対策について十分打ち合わせを行い、事故の発生を防止しなけれ

ばならない。 
４．受注者の責により第三者等に損害を与えた場合には、速やかに監督職員に報告するとともに、関

係機関に連絡したうえで応急措置を講じ、受注者の負担により補修しなければならない。 
５．交通規制を伴う工事を実施する場合には、原則として交通誘導警備員を配置するものとし、資格

者又は経験１年以上のものとすること。ただし、交通量が少ない場合は監督員との協議のうえ、信

号による規制等に代えることができる。 
 
第８条 概算数量 

当該工事の発注にあたり示した数量は概算数量であり、詳細については監督員の指示によるものと

する。 
 
第９条 守秘義務 

受注者は、業務の遂行上知り得た内容について第三者に漏らしてはならない。また、その雇用す

る職員についても同様とする。 
 
第１０条 工事成績 

当該工事は精算額に係わらず｢長野県工事成績評定要領｣の対象工事とはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



道路維持補修業務の民間委託に伴う維持補修工事に係る 

大規模地震発生時の道路パトロール運用要領 
 

 

（適 用） 

第１ この要領は、長野県建設部が管理する道路の維持補修業務の民間委託に伴う小規模維持補

修工事等に係る、大規模地震発生時の道路パトロールに適用する。 

 

（業務目的） 

第２ 大規模地震発生時には、人命の救急救命や、被災地の復旧・支援活動のため、早期に通行

可能な路線を把握することが、「道路の啓開」とともに最優先に求められるため、民間委託し

ている道路維持補修業務において道路パトロールを実施し、早急に道路状況を把握すること

を目的とする。 

 

（業務の実施者） 

第３ 実施者は、小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式の入札により契約した企

業または特定共同企業体（以下「受注者」という。）とする。 

 

（業務の実施） 

第４ 受注者は、受注した地区の建設事務所管内において、震度６弱以上の地震が発生し、かつ

受注地区の市町村で震度４以上を観測した場合に、建設事務所等からの連絡の有無に係わら

ず自主的に道路パトロールに出動することとし、業務手順は「別添１」に示すとおりとする。 

（なお、震度５強以下までの地震発生の場合は、建設事務所職員がパトロールを行うため、

受注者の出動は実施しない。） 

 ２ 受注者は「別添２」に示すパトロールの実施体制表について、小規模維持補修工事の施工

計画書に記載し、実施計画について予め監督員と協議することとする。 

  

（業務の対象範囲） 

第５ パトロールの対象範囲は、受注した地区の建設事務所管内において、震度６弱以上の地震

が発生し、かつ受注地区内で震度４以上を観測した市町村における全ての建設事務所管理道

路（以下「対象道路」という。）とする。 

 

（業務の内容） 

第６ パトロールの内容は以下のとおりとする。 

 （１）パトロールは少なくとも２名体制で行うこととする。 

（２）対象道路について状況を把握し、管理する建設事務所にこまめに状況について連絡をす

る。連絡手法については、事前に建設事務所と確認することとする。 

 （３）緊急輸送道路の状況把握と、通行可能な対象道路の把握を最優先とする。 

 （４）地震発生後、できるだけ早期に完了するよう実施する。（概ね３時間以内でのパトロール

完了を目途とする。） 

 （５）通行不能箇所や危険箇所については、バリケード等の設置を手配することとする。 

 （６）パトロール中の写真を撮影し、後日、作業報告書（写真添付）を建設事務所に提出する。 

 

（業務費用の支払い） 

第７ 業務についての費用についての支払いは「道路業務における小規模維持補修工事試行要領」

の規定によるものとし、支出科目は「役務費」とする。 



【別添１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パトロール 

実施中の作業 

費用の支払い 

受注者は自主的にパトロール出動 

（対象範囲： 

受注地区内で震度４以上を観測した市町村 

における全ての建設事務所管理道路） 

受注地区の建設事務所管内において 

大規模地震（震度６弱以上）発生し、かつ、 

受注地区の市町村において震度４以上を観測した場合 

（注：震度５強以下の地震発生の場合は、出動の必要なし。） 

随時、状況について建設事務所へ連絡 

状況写真の撮影 

通行不能箇所へのバリケード等設置の手配など 

作業報告書（写真添付）作成 

書類提出 



【別添２】 

大規模地震（震度６弱以上）時の道路パトロールの実施体制表 

パトロール路線名 

（区間） 

パトロール実施者、地震時連絡先 
備考 

担当会社名 氏 名 連絡先（携帯番号） 

（記載例） 

 

（国）○○○号 

（◇◇◇～△△△） 
△△建設（株） 

〇〇 〇〇  第一連絡者 

◇◇ ◇◇   

□□ □□   

(上記が出動不能な場合) 

(株)◇◇建設 ○○ ○○   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

     

   

   

(上記が出動不能な場合) 

 

   

（※ 受注地区内の全ての県管理道路について記載すること。） 


